
 

 【公印・契印（省略）】  

総 統 労 第 7 5 号   

令和８年５月 26日  

 

国 土 交 通 大 臣  殿 

 

 

総 務 大 臣  

 

 

令和８年社会生活基本調査への協力について（依頼） 

 

 

平素より、総務省統計局の各種統計調査に御協力をいただき、厚く御礼申し上げま

す。 

総務省統計局では、本年10月20日現在で、「令和８年社会生活基本調査」（統計法（平

成19年法律第53号）に基づく基幹統計調査）を実施します。 

社会生活基本調査は、国民の社会生活の実態を把握し、少子高齢化対策やワーク・

ライフ・バランスの推進など、様々な行政施策の立案等に用いる基礎資料を提供する

ものです。 

近年、個人情報保護意識の高まりや、調査員が世帯と接触することの難しいオート

ロックマンションの増加などに伴い、従来にも増して調査活動が難しい状況となって

きました。円滑な調査の実施に当たっては、国民の皆様の御理解はもとより、関係各

方面の御協力をいただくことが不可欠です。 

このため、総務省統計局では、地方公共団体と連携して共同住宅の関係各方面に対

し、オートロックマンションなどの共同住宅内での調査員の調査活動への支援及びポ

スター掲示の協力依頼を行うこととしております。 

 

つきましては、総務省統計局の上記依頼について共同住宅の関係各方面の御協力が

得られるよう、貴省からも貴管下関係団体へ社会生活基本調査の実施及び協力につい

て御周知いただきたく、統計法第29条第２項に基づき、貴省への協力依頼を行います

ので、よろしくお願いいたします。 

 

また、総務省統計局でこのほかに毎月実施している基幹統計調査である、労働力調

査、家計調査及び小売物価統計調査においても、世帯又は不動産管理会社等を訪問さ

せていただくことがあります。これらの統計調査は、完全失業率、個人消費の動向、

消費者物価指数など、我が国の経済情勢の基本的な動向を把握し、経済・社会政策等

の立案のために重要な経済指標を得るためのものでありますので、これらの調査につ

きましても、調査への協力が得られますよう併せて御配慮をお願いいたします。 

 







○統計法（平成19年法律第53号）（抄） 

 
（目的）  

第１条 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であるこ
とにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的かつ
効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与するこ
とを目的とする。 

 
（定義）  

第２条 （略） 
２・３ （略） 
４ この法律において「基幹統計」とは、次の各号のいずれかに該当する統計をいう。  
一・二 （略） 
三 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総務大臣が指定
するもの 
イ 全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 
ロ 民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 
ハ 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際比較を行う上
において特に重要な統計 

５ （略） 
６ この法律において「基幹統計調査」とは、基幹統計の作成を目的とする統計調査をいう。 
７～12 （略） 

（報告義務）  
第13条 行政機関の長は、第９条第１項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のた
めに必要な事項について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。  

２ 前項の規定により報告を求められた個人又は法人その他の団体は、これを拒み、又は虚偽の報告をしては
ならない。  

３ （略） 
 
（協力の要請） 

第29条 （略） 
２ 行政機関の長は、前項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計を作成するた
め必要があると認めるときは、他の行政機関の長に対し、必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求
めることができる。 

３ （略） 
 
第30条 行政機関の長は、前条第１項及び第２項に定めるもののほか、基幹統計調査を円滑に行うためその他
基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関、独立行政法人等
その他の関係者又はその他の個人若しくは法人その他の団体（次項において「被要請者」という。）に対し、
必要な資料の提供、調査、報告その他の協力を求めることができる。 

２ （略） 
 
（調査票情報等の適正な管理）  

第39条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める情報を適正に管理するために必要な措置として総務省令で
定めるものを講じなければならない。 
一 行政機関の長 当該行政機関が行った統計調査に係る調査票情報、（略） 
二～五 （略） 

２ （略） 
 
（守秘義務）  

第41条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を
漏らしてはならない。  
一 第39条第１項第１号に定める情報の取扱いに従事する行政機関の職員又は職員であった者 当該情報
を取り扱う業務  

二～四 （略） 
五 地方公共団体が第16条の規定により基幹統計調査に関する事務の一部を行うこととされた場合におい
て、基幹統計調査に係る調査票情報（中略）の取扱いに従事する当該地方公共団体の職員又は職員であっ
た者 当該情報を取り扱う業務 

六 （略） 

参考２ 



 

第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、２年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。  
一 （略） 
二 第41条の規定に違反して、その業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らした者 
三 （略） 

２ （略） 
 
第59条 第41条各号に掲げる者が、その取り扱う同条各号に規定する情報を自己又は第三者の不正な利益を図
る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。  

２ （略） 
 
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。  
一 第13条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団
体（法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者） 

二・三 （略） 
 



事 務 連 絡 

令和８年５月 29 日 

 

 

公益財団法人 

マンション管理センター 御中 

 

 

国土交通省住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当） 

 

 

令和８年社会生活基本調査への協力について（依頼） 

 

 

 日頃より住宅行政に格別のご配慮、ご協力をいただき、御礼申し上げます。 

標記について、令和８年５月 26 日付け総統労第 75 号により、総務大臣から別添の

とおり令和８年社会生活基本調査への協力依頼がありました。 

貴団体におかれましては、貴団体の会員又は支部組織等に対し、当該調査の実施に

ついて周知していただくなど、調査の円滑な実施に向けた協力が得られますよう特段

のご配慮をお願いします。 

 

 

 

 

本調査に関する照会先： 
総務省統計局 労働力人口統計室 

                 担当：内藤、野内 
Tel：03-5273-1093 
Email:L-kikaku3@soumu.go.jp 

 

 

 


